
 令和８年５月１２日（火）          群 馬 県 報               第１０３９６号 

 

1 

 

 

 

 

県 紋 章 

 

 

 

 

 

つる舞う形の群馬県／上毛かるた  

令和８年５月１２日（火） 第１０３９６号 

 

 

ページ 

      規     則 

○群馬県行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行条例施行規則の 

一部を改正する規則（デジタルトランスフォーメーション課）                     ２ 

 

      告     示 

○公金事務の委託（住宅政策課）                                   ３ 

 

      落     札 

○落札者等の決定（市町村課）                                    ３ 

 

 

 

 

 

 

■ 目  次 



 令和８年５月１２日（火）            群 馬 県 報               第１０３９６号 

 

2 

    
群
馬
県
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
施

行
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
八
年
五
月
十
二
日 

群
馬
県
知
事 

山 

本 

一 

太 
 

 

群
馬
県
規
則
第
四
十
七
号 

 
 
 

群
馬
県
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法

律
施
行
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

群
馬
県
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律 

施
行
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
七
年
群
馬
県
規
則
第
六
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。 第

三
条
第
三
項
第
二
号
中
「
第
百
六
十
七
条
の
環
境
性
能
割
」
を
「
第
百
六
十
四
条
の
自
動
車

税
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
を
削
る
。 

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

                       

                

■ 

規 
 

則 



 令和７年８月１２日（火）          群 馬 県 報              第１０３９６号 

 

3 

 

 

◎群馬県告示第１３８号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第２４３条の２第１項の規定により、次のとおり

指定公金事務取扱者に公金事務を委託した。 

  令和８年５月１２日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太   

１ 指定公金事務取扱者の所在地及び名称 前橋市紅雲町一丁目７－１２ 群馬県住宅供給公社 

２  委託した公金事務に係る歳入等又は歳出  群馬県県営住宅管理条例（昭和３５年群馬県条例第３２号）第２４

条及び第２７条の２に規定する県営住宅の家賃及び共益費 

３ 法第２４３条の２第１項の規定による指定をした日 令和７年４月１日  

４ 法第２４３条の２第１項の規定による委託をした日 令和８年４月１日  

５ 委託期間 令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

 

 

 

 

次のとおり随意契約の相手方を決定した。  

    令和８年５月１２日  

                                                                        群馬県知事  山  本  一  太      

１  随意契約に係る特定役務の名称及び数量  住民基本台帳ネットワークシステムにおける都道府県ネットワーク 

の監視及び保守に関する業務  一式  

２  契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地  群馬県総務部市町村課  群馬県前橋市大手町一丁目１番 

１号  

３  随意契約の相手方を決定した日  令和８年４月１日  

４  随意契約の相手方の名称及び所在地  地方公共団体情報システム機構  東京都千代田区一番町２５番地  

５  随意契約に係る契約金額  ５２，０２０，３４４円  

６  契約の相手方を決定した手続  随意契約  

７  随意契約の理由  地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第３７２ 

号）第１１条第１項第１号該当 
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